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明石市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

明石市手数料徴収条例（平成１２年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

（手数料を徴収する事務及び金額） （手数料を徴収する事務及び金額） 

第２条 市長は、関係法令に基づく次の各号に

掲げる事務につき、当該各号に掲げる名称の

手数料を徴収する。 

第２条 市長は、関係法令に基づく次の各号に

掲げる事務につき、当該各号に掲げる名称の

手数料を徴収する。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

（削 る） (５) 母子保健法（昭和40年法律第141号）第

17条の２第１項に規定する産後ケア（次号

及び第７号において「産後ケア」という。

）（同項第１号に係るものに限る。）の提

供 宿泊型産後ケア手数料 母子１組１泊

につき 5,600円 

（削 る） (６) 産後ケア（母子保健法第17条の２第１

項第２号に係るものに限る。）の提供 通

所型産後ケア手数料 １回につき 2,800

円 

（削 る） (７) 産後ケア（母子保健法第17条の２第１

項第３号に係るものに限る。）並びに出生

後１年を経過しない乳児及び当該乳児を養

育する者（産後ケアの提供を受けられる者

を除く。）の居宅を訪問し、産後ケアに準

じて行う指導、相談その他の援助の提供 

訪問型産後ケア手数料 １回につき 1,80

0円 

２ （略） ２ （略） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

（手数料の徴収時期等） （手数料の徴収時期等） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 手数料（第２条第１項第４号に掲げるもの

に限る。）は、月単位で徴収するものとし、

当該手数料に係る納入通知書に記載された納

期限までに徴収する。 

２ 手数料（第２条第１項第４号から第７号ま

でに掲げるものに限る。）は、月単位で徴収

するものとし、当該手数料に係る納入通知書

に記載された納期限までに徴収する。 

３ （略） ３ （略） 

  

以 下 略 以 下 略 
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備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に行った母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１７条の２

第１項に規定する産後ケア（これに準ずる指導、相談その他の援助を含む。）の提供に係

る手数料については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

本案は、産後ケア事業に係る一部負担金を利用者が事業者に直接支払うことができる仕組

みに移行することに伴い、当該一部負担金を市が徴収する手数料から削ることにつき、条例

の一部を改正しようとするものである。 
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